Asahi.com医療・病気
糖尿病に飲む新薬続々、低血糖リスク減　勢力図に影響も
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　新しいメカニズムで効く糖尿病の飲み薬（経口薬）が約１０年ぶりに相次ぎ登場している。新薬は従来品より低血糖になるリスクが少ないとされ、医師らの関心も高い。国内外の製薬大手は新薬が出ないまま主力薬の特許が切れる「２０１０年問題」に直面しており、患者数が多い糖尿病での画期的新薬への期待は大きい。糖尿病薬市場のシェア争いに変化をもたらす可能性もある。
　国内最大手、武田薬品工業の「ネシーナ」は２月末、厚生労働省の審議会で薬事承認の見込みがたち、２０１０年度前半の発売を予定する。昨年末に国内初発売となった万有製薬「ジャヌビア」と、４月に発売予定のノバルティスファーマ「エクア」に続く３品目。いずれも「ＤＰＰ―４阻害薬」と呼ばれる種類の薬で、ほかにも６社の５品目が現在臨床試験の後期段階にある。
　血糖値を下げるインスリンの分泌を膵臓（すいぞう）に促すインクレチンというホルモンがある。ＤＰＰ―４はこれを分解してしまう酵素で、新薬はこの酵素を阻害してインスリン量を増やす仕組み。従来品の投薬は低血糖にならないように微妙なさじ加減が求められたが、新薬は高血糖時にのみ働くインクレチンに着目しており、低血糖になりにくい。体重増につながる空腹感など他の副作用も少ないとされる。
　この分野で新しい作用の薬は武田が１９９９年末に発売した「アクトス」以来。新しいメカニズムは注目度が高く、国内外の製薬大手がそれぞれ違う化合物を用いて激しく開発競争してきた。
　メリルリンチ日本証券の渡辺律夫アナリストは「日本の医師らは特に安全を重視する傾向が強い。副作用の少ない新薬の売り上げ規模は５年後には各社合計で１千億円を超え、経口糖尿病薬全体の３～４割を占める可能性もある」とみる。
　２千億円規模の経口糖尿病薬市場では現在、シェア半分強を握る武田が一歩抜きんでた存在だが、新薬の登場は勢力図を塗り替える可能性がありそうだ。（2010年3月5日）

高額医療費、中間所得層の負担額引き下げ検討　厚労相

　長妻昭厚生労働相は４日、医療費の窓口負担が一定額を超えた場合に払い戻される「高額療養費制度」について、中間所得層の負担額の引き下げを検討する方針を明らかにした。同日の参院予算委員会で、公明党の白浜一良氏の質問に答えた。
　同制度に基づく窓口負担の限度額は、世帯所得に応じて設定されている。７０歳未満で国民健康保険に加入しているケースだと、年間所得が６００万円以下で、住民税を払っている世帯が中間層の「一般」という分類になる。
　長妻氏は、「一般」を分割して所得が低い層の限度額を下げることについて、「どれだけ財源が必要なのかシミュレーションもしている。保険者や患者、医療機関の３者の場で議論していきたい」と答弁。鳩山由紀夫首相も「自己負担があまりに厳しいということは極力避ける必要がある。現在の状況にかんがみて何らかの方策が必要で、十分に検討していく」と同調した。（2010年3月4日）

アルツハイマー治療、新薬２種の承認申請

　アルツハイマー型認知症の世界的な標準治療薬であるヤンセンファーマの「ガランタミン」（一般名・臭化水素酸ガランタミン）と、アスビオファーマの「メマンチン」（同・塩酸メマンチン）が、厚生労働省に対し薬事法に基づき承認申請された。いずれも審査に１年ほどはかかる見通し。国内では治療薬は現在、エーザイの「アリセプト」しか承認されていない。
　ガランタミンはアリセプトと同じように脳内の神経に情報を流すのに必要な物質アセチルコリンの分解を抑える。さらにガランタミンはアセチルコリンの産生も促す。メマンチンは脳の神経細胞が壊れるのを防ぐ作用がある。２剤ともアリセプトのように認知症の進行を緩やかにする効果が期待されている。
　国内のアルツハイマー型認知症患者は１００万人以上とも言われ、現在の治療薬の市場は薬価ベースで約１千億円という試算もある。（2010年3月1日）

Asahi.com健康・生活
Asahi.com福祉・高齢
福祉用具賃貸料の情報、提供３割　利用者への自治体通知

　介護保険サービスで利用する車いすなど福祉用具のレンタル料金について、利用者に情報提供しているのは自治体の約３割にとどまることが５日、厚生労働省のまとめで明らかになった。レンタル料金は事業所が自由に設定できるため、同じ製品でも大幅に開きがある。厚労省が昨年、利用者への情報提供を自治体に求めていた。
　同一製品の最高額や最低額を把握できる国のシステムを導入済みの９３６自治体について、昨年１２月１日時点の状況をまとめた。
　それによると、２４３自治体（２６％）が価格情報を通知し、１７５自治体（１９％）は予定していた。ただ、６割は利用者本人の料金を知らせるだけだった。一方、２８３自治体（３０％）は通知予定がなく、残る２３５自治体（２５％）は「検討中」。通知しない理由として、２４０自治体が「予算確保が難しい」とした。
　厚労省は、自治体に利用者への通知を促すとともに、通知が料金設定に影響を及ぼしたかどうか調査することも検討している。（2010年3月6日）

介護従事者の月給８９００円増　報酬増額効果は半分未満

　２００９年度の介護報酬改定で、介護従事者の処遇はどれくらいよくなったのか――。厚生労働省が３日に公表した調査結果の確定値では、全体の平均で給与が月額約８９００円増加したことが明らかになった。ただ、報酬は事業者に支払われるため、引き上げにつながらなかったケースもあった。
　今年１月に公表した速報値のデータを精査。最終的に全国５９１９の施設・事業所の従事者４万８９２６人の調査結果をまとめた。
　昨年９月の月給の平均を前年同月と比べると、９４６０円増えて２８万７３００円。特別養護老人ホーム（特養）の従事者が１万１１００円で最も増えた。そのうち時給での従事者は月額で１５９０円増の１０万５１２０円、月給、日給の従事者と合わせた平均は８９３０円増だった。
　職種別に見ると、最も増えたのは生活相談員の月額１万２０７０円増。介護支援専門員（ケアマネジャー）は９３４０円増、介護職員は８７９０円増だった。
　報酬改定を受けて給与などを引き上げたと回答したのは２３．８％。逆に、予定も含めて給与を引き上げないとしたのは１３．３％あり、とくに営利法人が多かった。
　０９年度改定では、介護保険制度が導入されてから初めて報酬が増額され、厚労省は「月額賃金を２万円引き上げる財源を確保した」と説明。しかし、実際の引き上げ幅はその半分に満たなかった。
　報酬改定とは別に、昨年１０月には処遇改善のため月額１万５千円相当の給与引き上げを目指す交付金制度も始まった。同省は新年度中に、これらも合わせた処遇改善効果を検証する方針だ。

（2010年3月3日）

日医ニュース　　　　　　　　　　第1164号（平成22年3月5日）

特に報告すべき記事なし













